
上記のと-おりl我が国では判例法上l採用内定期間及び試用期間において

も労働者が解雇について保護されているD しかし,諸外国では解雇制限法の

保護を受けるためには-衰期間の勤続が要件とされてV-ること.また1雇用

の流動化に伴い中途採用者の増加が見琴まれるところ専門的な能力を期待し
て採用する.中途撰用者については実際に就労してみな.v-と期待どおりの能力

があるかどうか分からなvlことから,現時点におVlて試用期間の意義をもう

-度考える必要があるので娃なblかとの意見があった,

試用期間についてはlー通常の解雇よりも広い範囲における解雇め自由が認

められることか与,著しく長い試用期問を定め一ることは労働者を長期間不安

定な地位のまま.に置くこ.と,また,その間はl本採由後よりも賃傘その他の

労働条件が低い水準である頗向が強いごと串lら,.労働契約において試用期間
を設ける場合の上限を定めることが適当である.

L-こでl従事する裏務の内容たよJjて労廟者の適格睦半臓に鹿要とされる

期間が異なり得るので,. -律の上限を設定することは困耗との指括があるo

ま牢1試用期間に上限を設古ナた場合に虹使用者は試用を目的とする有期労

働契約く帯行雇用契釣1を活用するよう古羊なり,労働者にとってかえって不
利になるので政ないかとVlう懸念もあるo

し方,,しl蘇行雇用奥約は1労働者の適性や業務遂行能カを見橿めた上で常
用雇用につながる契機となって労使双方に利益をもたらす面があるとともに1

期間中は解雇が制約され,試用期間よりも労働者にとp13て有利な面もあると

も考えられるo また,試用期間の上限を設けつつl -その上限を超えた勃務で

なければ労働者の適性を見分けられないような特別な理由がある場合には,
これを超える試用期間を設けることを認めることも考えられるo

また,この羊うな試用期周ゐ適用を受けるか否かが労働者に対し明らかに

なっていることが必要と考えられること-からl衰用期間であることが労働者

に対して書面で明らかにされていなければl通常の解雇よりも広い範囲にお

ける解雇の自由は認められないとすることが適当であるo

なお,試行雇用喫約に-3Vlて臥下記第5の3くfHこおいて検討するo

3 労働条件の明示

労働契釣締結時の労働条件の明示は,労働基準法で対応すべき間題である
のか,それとも本来は労働契約法制の問題であるのかという点について議論

が行われl労働条件を明示すべきことを罰則や監督指導で担保するのが労働

基準法の目的であるのに対し- 労働条件を明示した場合にそれが契約内容に
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